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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期

第３四半期
累計期間

第46期
第３四半期
累計期間

第45期

会計期間

自平成28年
　３月１日
至平成28年
　11月30日

自平成29年
　３月１日
至平成29年
　11月30日

自平成28年
　３月１日
至平成29年
　２月28日

売上高 （百万円） 78,896 77,658 104,507

経常利益 （百万円） 912 757 1,396

四半期（当期）純利益 （百万円） 541 173 516

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － －

資本金 （百万円） 3,686 3,688 3,686

発行済株式総数 （株） 13,123,950 13,129,650 13,123,950

純資産額 （百万円） 3,911 4,075 3,883

総資産額 （百万円） 23,606 22,533 22,714

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 29.74 9.54 28.39

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 29.70 9.53 28.34

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 16.5 17.9 17.0

 

回次
第45期

第３四半期
会計期間

第46期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成28年
　９月１日
至平成28年
　11月30日

自平成29年
　９月１日
至平成29年
　11月30日

１株当たり四半期純損失金額（△） （円） △2.37 △1.10

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社及び関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の概況

当第３四半期累計期間における経営環境は、政府の経済政策により景気は緩やかな回復基調にあるものの、依

然として先行き不透明な状況が続いております。当社がスーパーマーケットとして営業基盤とする東北エリアに

おいても、人口減少、高齢化の進行に加えお客さまの生活防衛志向や節約志向が依然として継続しております。

また、競合各社との価格競争やドラッグストア、コンビニエンスストア等の業種・業態を超えた競争が激化する

など厳しい状況が続いております。

こうした環境の中で当期は、重点施策である営業・商品力の強化や商圏・立地に合わせた店舗の活性化及びＷ

ＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード登録会員による固定客づくりやマックスバリュエクスプレス店舗モデルの確立に取り組

んでまいりました。

営業力強化については、スーパーバイザーを各事業部に配置し、売場展開力の向上及び地域商品の品揃えの強

化を行うと共に、店舗においては夕刻のサービスレベルの向上に努めてまいりました。

商品力強化については、生鮮食品の産地直送商品の拡大及び在庫の適正化による鮮度の改善や生鮮３部門と

サービスデリの名物商品の育成・強化に取り組むと共に、お客さまの節約・低価格志向への対応として、火曜市

の強化や購買頻度の高い商品をお値打ち価格で提供する「安い値！」の展開に加えマックスバリュ事業とディス

カウント事業の共同仕入れによる、価格競争力のある商品展開に取り組んでまいりました。

また、地域にあった商品の品揃えや競争環境の変化に対応するための店舗の活性化を７店舗で実施してまいり

ました。

さらに、当第３四半期会計期間においてはアウトパック化・キット化商品拡大による店内作業の軽減を図ると

共に、お客さまに支持される売場作りのために大型店舗を中心に生鮮売場の見直しを実施してまいりました。

固定客づくりについては、現金でのお支払いでポイントがたまるＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード会員への登録に取

り組んだ結果、当初の目標数を上回り登録会員数は増加しております。

マックスバリュエクスプレス店舗については、２店舗目となる新屋関町店を平成29年３月８日に秋田市に開店

いたしました。単身・高齢化世帯への対応として、即食・簡便商品を店舗入り口付近に配置し、生鮮食品の少容

量商品の品揃えを充実させたこと等により、短時間でのお買物が可能となり商圏のお客さまより好評をいただい

ております。

これらの結果、当第３四半期累計期間においては、売上高前年同期比は98.4％となり、客数同97.1％、客単価

同101.4％となりました。

一方、収益性の改善に向けた取り組みとして、品揃えの見直しや単品管理による売価変更ロスの改善に取り組

み、売上総利益率は前期比0.2ポイント上昇し22.8％となりました。

販売費及び一般管理費は、広告宣伝費・人件費等の増加により前期比100.1％となりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は営業収益790億63百万円（対前年同期比98.5％）、営業利益７億33

百万円(対前年同期比82.2％）、経常利益７億57百万円（対前年同期比83.0％）となり、四半期純利益は１億73百

万円（対前年同期比32.1％）となりました。
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（２）財政状態

（資産）

　　流動資産は、前事業年度末に比べ９百万円増加し、76億43百万円となりました。増減の主な内訳は、商品が２

億８百万円、繰延税金資産が45百万円増加し、現金及び預金が２億63百万円、前払費用が23百万円減少したこと

等によります。

　　固定資産は、前事業年度末に比べ１億90百万円減少し、148億90百万円となりました。減少の主な内訳は、有形

固定資産が１億35百万円、投資その他の資産が54百万円減少したこと等によります。

　　この結果、総資産は前事業年度末に比べ１億80百万円減少し、225億33百万円となりました。

（負債）

　　流動負債は、前事業年度末に比べ12百万円減少し、152億87百万円となりました。増減の主な内訳は、買掛金が

６億32百万円、未払金及び未払費用が１億52百万円増加し、短期借入金が５億40百万円、流動負債その他が１億

96百万円減少したこと等によります。

　　固定負債は、前事業年度末に比べ３億59百万円減少し、31億71百万円となりました。これは、主に長期借入金

が３億円減少したこと等によります。

　　この結果、負債合計は前事業年度末に比べ３億72百万円減少し、184億58百万円となりました。

（純資産）

　　純資産合計は、前事業年度末に比べ１億91百万円増加し、40億75百万円となりました。これは、主に四半期純

利益を１億73百万円計上したこと等によります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　　　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 47,999,550

Ａ種種類株式 450

計 48,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年１月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 13,129,200 13,129,200
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

Ａ種種類株式

（当該優先株式

は行使価額修正

条項付新株予約

権付社債券等で

あります。)

450 450 非上場 （注）１～３

計 13,129,650 13,129,650 － －

（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

         （１）Ａ種種類株式の普通株式への転換価額に関する取得価額は、Ａ種種類株式の発行から５年後以降に決定

　　　　　　 　いたします。

　　　　　（２）普通株式の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社株式の数は増加する場合があり

　　　　　　　 ます。

　　　　　（３）取得価額の修正の基準及び頻度

　　　　　　　①修正の頻度：平成28年５月21日以降、毎年５月20日及び11月20日

　　　　　　　 （但し、当該日が取引日ではない場合には直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」といいま

　　　　　　　　　す。）

　②修正の基準：各修正基準日（同日を含む。）までの直近の５連続取引日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

　　　　　（４）取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる株式数の上限

　　　①取得価額の下限　295円

     ②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式数の上限

15,254,237株（平成23年５月19日発行のＡ種種類株式発行済株式数450株に基づき算定、同日の普通株

式の発行済株式総数の127.12％）

　　　　　（５）当社の決定によりＡ種種類株式の全部の取得を可能とする旨の条項があります。

 

　　　２．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

         （１）Ａ種種類株式に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容

　　　　　　　　該当事項はありません。

　　　　　（２）当社の株券の売買に関する事項についての割当先との取り決め内容

　　　　　     該当事項はありません。

   （３）当社の株券の貸借に関する事項についての割当予定先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

     該当事項はありません。

   （４）その他投資者の保護を図るために必要な事項

     該当事項はありません。
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 　　　３．Ａ種種類株式の内容は次のとおりであります。

①剰余金の配当

（ⅰ）Ａ種期末配当金

(a) 当社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下

「普通登録株式質権者」という。）に対して剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に

係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株

主」という。）またはＡ種種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種種類登録株式質権者」という。）に

対し、Ａ種種類株式１株につき、下記(b)に定める額（以下「Ａ種期末配当金」という。）を、剰余金の

期末配当として、普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の期末配当と同順位にて支払う。

(b) Ａ種期末配当金の額は、普通株式１株当たりの期末配当額を、当該剰余金の期末配当に係る基準日に先

　　立つ45取引日（株式会社東京証券取引所（その承継人を含み、以下「東京証券取引所」という。また、

　　当社の普通株式が東京証券取引所に上場していない場合は、当社の普通株式を上場または登録している

　　他の金融商品取引所または店頭売買有価証券市場（複数ある場合は、当社の普通株式の出来高、値付率

　　等を考慮しても最も適切と判断される金融商品取引所または店頭売買有価証券市場）をいう。以下同

じ。）が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。以下同じ。）目に始まる30連続

取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。以下同

じ。）の平均値で除した値に、10,000,000円を乗じた額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第

１位を四捨五入する。）とする。

（ⅱ）Ａ種中間配当金

(a) 当社は、普通株主または普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日

の最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種種類株主またはＡ種種類登録株式質権者に対し、Ａ種種

類株式１株につき、下記(b)に定める額（以下「Ａ種中間配当金」という。）を、中間配当として、普通

株主または普通登録株式質権者に対する中間配当と同順位にて支払う。

(b) Ａ種中間配当金の額は、普通株式１株当たりの中間配当額を、当該中間配当に係る基準日に先立つ45取引

日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

で除した値に、10,000,000円を乗じた額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入

する。）とする。

 

②残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主またはＡ種種類登録株式質権者に対し、普通株主または普

通登録株式質権者に先立ち、Ａ種種類株式１株につき10,000,000円を支払う。Ａ種種類株主またはＡ種種類登

録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

 

③議決権

Ａ種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。

 

④普通株式を対価とする取得請求権

Ａ種種類株主は、平成28年５月21日以降平成43年５月20日（同日を含む。）までの間（以下「取得請求期間」

という。）いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対して、次に定める数の普通株式（以下「請求対

象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部または一部を取得することを請求

することができるものとし、当社は、当該請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、請求対象普通株

式を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。但し、取得請求の日において、請求対象普通株式数

が、当社の発行可能普通株式総数から発行済普通株式数を控除して得られた株式数を上回る場合には、当社

は、当該株式数の範囲内において、Ａ種種類株主に対して交付する普通株式の数が最大となるように、取得請

求されたＡ種種類株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が決定する方法により、当該取得請求に係

るＡ種種類株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式については、取得

請求がなされなかったものとみなす。
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（ⅰ）Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種種類株式の数に10,000,000

円を乗じて得られる額を、下記(ⅱ)乃至(ⅳ)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種種

類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも

のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

（ⅱ）当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ５連続取引日（以下、本（ⅱ）において「当初取得価額

算定期間」という。）の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位

未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「当初取得価額」という。）とす

る。但し、当初取得価額が下記（ⅲ）に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価

額とし、当初取得価額が下記（ⅲ）に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額

とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値

は下記（ⅳ）に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

（ⅲ）取得価額の修正

取得価額は、取得請求期間中、毎年５月20日及び11月20日（但し、当該日が取引日でない場合にはその直

前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」という。）の翌日以降、修正基準日における時価（以下に定

義される。）に相当する額に修正される（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」とい

う。）。但し、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額（以下に定義される。）の50％に相当

する額（但し、下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、下記（ⅳ）に準じて調整されるものとし、以下

「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、修正後取得価額が

下限・上限取得価額算定基準価額の150％に相当する額（但し、下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場

合、下記（ⅳ）に準じて調整されるものとし、以下「上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正

後取得価額は上限取得価額とする。

「下限・上限取得価額算定基準価額」は、平成23年５月19日（同日を含む。）までの直近の５連続取引日

（以下、本（ⅲ）において「下限・上限取得価額算定基準価額算定期間」という。）の東京証券取引所に

おける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を四捨五入する。）または251円のいずれか高い金額とする。なお、下限・上限取得価額算定基準価額

算定期間中に下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、下限・上限取得価額算定基準価額は下記（ⅳ）に

準じて当社が適当と判断する値に調整される。

「修正基準日における時価」は、各修正基準日（同日を含む。）までの直近の５連続取引日（以下、本

（ⅲ）において「取得価額算定期間」という。）の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。な

お、取得価額算定期間中に下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記（ⅳ）に

準じて当社が適当と判断する値に調整される。

（ⅳ）取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額（下限取得価額及び上限取得価額

を含む。以下同じ。）を調整する。

（ア） 普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割

当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行

済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を

除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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（ウ）下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本（ⅳ）において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合

には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基

準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式

を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有

する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株

式の数」とそれぞれ読み替える。

 
 
（発行済普通株式数

－当社が保有する普通株式の数）

 
＋

新たに発行する普通株式の数

×１株当たり払込金額

調整後取得価額＝調整前取得価額×

 

普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式数－当社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

（エ）当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本（エ）において同じ。）に、株式無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。

以下本（エ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される

株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において

「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調

整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

（オ）行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下

本（オ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全て

が当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式に

おいて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の

行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調

整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本（オ）による取得価額の調整は、当社または当社の子会社の取締役、監

査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約

権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記（ア）乃至（ウ）のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種種

類株主及びＡ種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取

得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

（ア）合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

（イ）取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算

出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（ウ）その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更または変更の可

能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。
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(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日

目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。

（ⅴ）取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

（ⅵ）取得請求をしようとするＡ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るＡ種種類株式

を表示し、その他必要事項を記載した上、取得請求期間中に上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に提出

しなければならない。

（ⅶ）取得の効力は、取得請求書が上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生し、当社は、Ａ

種種類株式を取得し、当該取得請求をしたＡ種種類株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株

式の株主となる。

（ⅷ）当社は、取得の効力発生後、当該取得請求をしたＡ種種類株主に対して、当該Ａ種種類株主が指定する株

式会社証券保管振替機構または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行う

ことにより普通株式を交付する。

 

⑤金銭を対価とする取得条項

（ⅰ）当社は、会社法第168条第２項の規定に従い、強制償還日（以下に定義する。）の少なくとも15日前にＡ

種種類株主及びＡ種種類登録株式質権者に書面により通知することにより、平成28年５月21日以降いつで

も、当社の取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）の到来をもって、法令の定める範囲

内において、Ａ種種類株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、Ａ種種類株式を

取得するのと引換えに、下記（ⅱ）に定める額（以下「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種種類株主

及びＡ種種類登録株式質権者に対して交付するものとする。なお、Ａ種種類株式の一部を取得するとき

は、抽選、按分比例その他の方法による。

（ⅱ）強制償還価額は、Ａ種種類株式１株につき、(a)払込金額相当額、及び、(b)払込金額相当額に、払込期日

（同日を含む。）から強制償還日（同日を含む。）までの期間につき、年率1.0％の利率で計算される金

額（上記期間の実日数につき、１年365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第５

位まで算出し、その小数第５位を四捨五入する。なお、当該利率で計算される金額について、さらに当該

利率を乗じた金額を加算することはないものとする。）の合計額とする。但し、強制償還価額が

10,000,000円の110％に相当する額（以下「上限強制償還価額」という。）を上回る場合には、強制償還

価額は上限強制償還価額とする。

 

⑥普通株式を対価とする取得条項

（ⅰ）当社は、取得請求期間中に取得請求のなかったＡ種種類株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日（以下

「一斉取得日」という。）をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるＡ種種類株式を

取得するのと引換えに、Ａ種種類株主に対して、その有するＡ種種類株式数に10,000,000円を乗じた額を

下記（ⅱ）に定める価額（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付するものとす

る。Ａ種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社

法第234条に従ってこれを取扱う。

（ⅱ）一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ５連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引　の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とす

る。但し、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とし、一斉取得価

額が上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とする。なお、一斉取得価額算定期間中

に上記④（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は上記④（ⅳ）に準じて当社が適当と

判断する値に調整される。
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（２）【新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減
額（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成29年９月１日～

 平成29年11月30日

（注）

2,200 13,129,650 0 3,688 0 4,069

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成29年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成29年11月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
　Ａ種種類株式

450
－ （注）１

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　普通株式

300
－ －

完全議決権株式（その他）
　普通株式

13,122,800
131,228 （注）２

単元未満株式
　普通株式

3,900
－ －

発行済株式総数 13,127,450 － －

総株主の議決権 － 131,228 －

（注）１．Ａ種種類株式の内容は、「１　株式等の状況 （１）株式の総数等　②発行済株式」の注記に記載

　　　　　されております。

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株が含まれ

　　ており、「議決権の数」欄には、当該株式に係る議決権の数８個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年11月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

マックスバリュ

東北株式会社

秋田県秋田市土崎港

北一丁目６番25号
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成29年９月１日から平成29

年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年３月１日から平成29年11月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

 当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成29年２月28日)
当第３四半期会計期間
(平成29年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,057 794

売掛金 162 189

商品 2,902 3,110

貯蔵品 38 37

前払費用 253 229

繰延税金資産 89 135

未収入金 3,012 3,048

その他 122 100

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 7,634 7,643

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,784 6,709

工具、器具及び備品（純額） 1,297 1,446

土地 4,877 4,735

建設仮勘定 66 0

有形固定資産合計 13,026 12,891

無形固定資産 39 39

投資その他の資産   

投資有価証券 156 159

長期前払費用 331 270

差入保証金 1,216 1,210

繰延税金資産 284 295

その他 25 23

投資その他の資産合計 2,013 1,959

固定資産合計 15,080 14,890

資産合計 22,714 22,533
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成29年２月28日)
当第３四半期会計期間
(平成29年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,050 8,683

短期借入金 1,810 1,270

1年内返済予定の長期借入金 400 400

未払金及び未払費用 2,085 2,238

未払法人税等 280 286

未払消費税等 155 117

賞与引当金 155 283

役員業績報酬引当金 32 13

設備関係支払手形 499 360

その他 1,830 1,633

流動負債合計 15,300 15,287

固定負債   

長期借入金 1,000 700

退職給付引当金 318 302

長期預り保証金 1,199 1,142

資産除去債務 1,000 1,017

その他 12 9

固定負債合計 3,530 3,171

負債合計 18,830 18,458

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,686 3,688

資本剰余金 4,067 4,069

利益剰余金 △3,967 △3,793

自己株式 △0 △0

株主資本合計 3,785 3,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73 76

評価・換算差額等合計 73 76

新株予約権 24 35

純資産合計 3,883 4,075

負債純資産合計 22,714 22,533
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年11月30日)

売上高 78,896 77,658

売上原価 61,094 59,989

売上総利益 17,801 17,669

その他の営業収入 1,408 1,404

営業総利益 19,209 19,074

販売費及び一般管理費 18,317 18,341

営業利益 892 733

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 3 4

債務勘定整理益 14 7

補助金収入 6 8

違約金収入 6 0

受取保険金 － 6

その他 5 9

営業外収益合計 37 38

営業外費用   

支払利息 12 8

シンジケートローン手数料 1 1

その他 2 3

営業外費用合計 16 13

経常利益 912 757

特別利益   

固定資産売却益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産売却損 4 －

減損損失 ※ 92 ※ 291

特別損失合計 97 291

税引前四半期純利益 818 466

法人税、住民税及び事業税 180 350

法人税等調整額 96 △57

法人税等合計 277 292

四半期純利益 541 173
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【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半

期会計期間から適用しております。

 

（四半期損益計算書関係）

　※　減損損失

以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

 

前第３四半期累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年11月30日）

(1）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 店舗等の数
金額

（百万円）

店舗等 土地及び建物等
秋田県
（能代市他）

4 92

合計 4 92

 

(2）減損損失の認識に至った経緯

　店舗の営業活動及び賃貸用不動産から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込

みである資産グループ、閉店の意思決定をした店舗等の資産グループについて、その帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

 

(3）減損損失の金額

種類 金額（百万円）

建物 39

構築物 0

工具、器具及び備品 23

土地 28

建設仮勘定 0

合計 92

 

(4）資産のグルーピングの方法

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。

また、賃貸用不動産については個別の物件毎にグルーピングしております。

 

(5）回収可能価額の算定方法

　資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、

土地については重要性が乏しいため固定資産税評価額等を基に算定した金額により、その他の固定資産につ

いては取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。また、使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを5.5％で割り引いて算定しております。
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当第３四半期累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年11月30日）

(1）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 店舗等の数
金額

（百万円）

店舗等 土地及び建物等
秋田県
（潟上市他）

4 291

合計 4 291

 

(2）減損損失の認識に至った経緯

　店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込みであること及び

賃貸用不動産の地価が下落したことにより減損の兆候を識別し、当該資産グループについて、その帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

 

(3）減損損失の金額

種類 金額（百万円）

建物 112

構築物 3

工具、器具及び備品 33

土地 142

合計 291

 

(4）資産のグルーピングの方法

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。

また、賃貸用不動産については個別の物件毎にグルーピングしております。

 

(5）回収可能価額の算定方法

　資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、

土地は固定資産税評価額等を基に算定した金額または不動産鑑定評価額により評価しております。また、使

用価値は、将来キャッシュ・フローを7.3％で割り引いて算定しております。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日）

減価償却費 1,066百万円 1,022百万円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成28年３月１日
至　平成28年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成29年３月１日
至　平成29年11月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 29円74銭 9円54銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 541 173

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 541 173

普通株式の期中平均株式数（株） 18,207,784 18,210,524

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 29円70銭 9円53銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 26,534 35,317

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度

末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）当社の発行しているＡ種種類株式は、転換仮定方式に準じて算定された株式数を、普通株式の期中平均株式数に

     加えて、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年１月９日

マックスバリュ東北株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 青 柳 淳 一     　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 下 平 貴 史       印

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバ

リュ東北株式会社の平成２９年３月１日から平成３０年２月２８日までの第４６期事業年度の第３四半期会計期間（平成

２９年９月１日から平成２９年１１月３０日まで）及び第３四半期累計期間（平成２９年３月１日から平成２９年１１月

３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ東北株式会社の平成２９年１１月３０日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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